
行方不明になった場合

捜索協力依頼 

見守り協力依頼 

捜索協力依頼（情報発信） 

事前登録

～認知症になっても地域で安心して暮らせるために～ 

 

 

 

 

≪川南町認知症高齢者等見守りあんしんネットワーク事業とは？≫ 

 川南町では、認知症などの病気により道に迷ってしまうなど、行方不明になる可能

性のある方を、日頃から地域で見守り、万が一行方不明になった場合に、速やかに早

期発見活動に取り組むためのネットワークづくりを展開していきます。 

 

 

≪事前登録制度とは？≫ 

 認知症などの病気により行方不明になるおそれのある方が、事前に本人の身体的特

徴や連絡先、写真などを登録しておく制度です。 

≪事前登録によるメリット≫～ご本人やご家族の安心につながります～ 

① ご本人がその人らしく暮らすことができるよう、一人一人の状況に応じて見守り

体制を検討し、地域での見守りを行います。 

② 行方不明になった場合は、捜索協力依頼を受けて、ネットワーク関係機関や協力

機関に情報を発信し、早期に発見活動を行います。（登録があっても、自動的に行

方不明時の発見活動をするものではありません。） 

 

 

    

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢事前登録について詳しく知りたい、申し込みたい場合は、下記までお問合せ下さい。 

  【問合せ先】  川南町役場 福祉課 介護予防係  TEL ０９８３－２７－８００８              

「川南町認知症高齢者等見守りあんしん 

ネットワーク事業」について 

事前登録制度をご利用ください

 

＊行方不明になった際に、捜索に必要な情報（ご本人の直近の写真や身長・体重などの身

体的特徴など）が急に準備できなかったり、分からなかったりすることがあります。事前登

録をしておくと登録情報を元に警察の捜索や地域の発見活動がスムーズに行えます。 

 

家族等 

「川南町認知症高齢者見守りあんし

んネットワーク事業」事前登録 

（事前登録届出書・写真台帳） 

事前登録による日頃の見守り活動 

警察 

消防 

家族等 

警察への通報・届出 
 

川南町 

「川南町認知症高齢者見守りあんしんネットワー

ク事業」関係機関・協力機関による発見活動 


